
（１）世界の旅行者数の推移

国連世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）によれば、全世界の旅行者数は増加

傾向が続いており、2017 年には約 13.2 億人に達している。こうした傾向

は今後も長期に渡って継続することが見込まれており、2020 年には約

13.6 億人、2030 年には約 18.1 億人まで増加すると予測されている。 

このうち、特に増加する割合が高いのはアジア・太平洋地域を訪れる

旅行者で、世界全体の旅行者に占める割合は 2010 年の 22％から 2030 年

の 30％まで拡大すると見込まれている。 

（２）外国人旅行者数の急増

日本を訪れる外国人旅行者数は、一時的な落ち込みはあるものの、右

肩上がりで伸びており、この 10 年間で約 3.4 倍に増加している。2017 年

の外国人旅行者数は、過去最高の約 2,869 万人に達し、その旅行者数の

内訳を見ると、アジアからの旅行者が約 2,434 万人と全体の約 85％を占

めており、特に東アジアの一定の国や地域に大きく依存している。 

＜訪日外国人旅行者数の推移＞

 出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）注：（※）アジアからの旅行者数は、東アジア、東南アジア、インドのみの計。2017 年は推計値
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東京を訪れる外国人旅行者数もこの 10 年間で約 2.7 倍に増加し、2016

年は過去最高の約 1,310 万人に達した。 

一方、訪都国内旅行者数は長期的に見て増加傾向にあり、近年は５億

人超で推移しているものの、2016 年は５年ぶりにわずかながら減少した。

出典：「東京都観光客数等実態調査」（東京都）

＜訪都旅行者数の推移＞

＜訪日外国人旅行者数の内訳（2017 年）＞

●東アジア： 

韓国、台湾、香港、中国 

●東南アジア+インド： 

タイ、シンガポール、マレーシア、 

インドネシア、フィリピン、ベトナム、インド 

●欧米豪： 

英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、 

ロシア、米国、カナダ、オーストラリア 

●その他には上記以外の国・地域が含まれる。 

注：推計値  
出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

注：（※）アジアからの旅行者数は、東アジア、 

東南アジア、インドのみの計 
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（３）旅行による消費の動向

日本人の旅行に伴う国内消費をみると、2016 年は２年連続で増加し、

20 兆 9,547 億円となった。訪都日本人旅行者による消費額は、増加傾向

が続いていたが、2016 年は前年比 5.1％減の４兆 6,017 億円となった。 

訪日外国人旅行者の消費額をみると、旅行者数の増加に伴い増加が続

いており、2017 年は約４兆４千億円を記録し、過去最高となった。訪都

外国人旅行者の消費額をみると、2015 年は１兆１千億円を突破したもの

の、2016 年には減少に転じ、前年比 2.4％減の１兆 880 億円となった。 

外国人旅行者１人当たりの消費額をみると、訪日外国人では 2015 年に

過去最高の 17.6 万円となったものの、2017 年は２年連続で減少し 15.4

万円となった。また、訪都外国人についても、訪日外国人と同様、2015

年には過去最高を記録しているものの、2016 年は減少している。 

＜日本人旅行者の消費額＞

＜外国人旅行者の消費額＞ ＜外国人旅行者１人当たり消費額＞

注：2017 年は速報値。訪都外国人旅行者の１人当たり消費額は、消費額／旅行者数で算出 

出典： 「訪日外国人消費動向調査」（観光庁）、 「東京都観光客数等実態調査」（東京都） 

注：2017 年は速報値。 出典： 「旅行・観光消費動向調査」（観光庁）、 「東京都観光客数等実態調査」（東京都） 
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国籍・地域別に訪日外国人旅行者１人当たりの消費額をみると、アジア

の国々と比較して欧米豪の国々で概ね高くなっている。中国の買物代をみ

ると、過去最高を記録した 2015 年と比較して 2016 年は約４万円減少して

おり、直近の 2017 年では更に減少し、11.9 万円となっている。 

買物代

16.2 万円

＜国籍・地域別にみた訪日外国人旅行者１人当たり消費額＞

＜2017 年＞

注：2017 年は速報値 
出典：「訪日外国人旅行者消費動向調査」（観光庁）

＜2015 年＞

買物代

11.9 万円
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2017 年の国籍・地域別の訪日外国人旅行消費額をみると、中国が１兆

6,946 億円で総額の 38.4％を占め、次いで台湾、韓国、香港の順で続いて

おり、アジアの国々だけで８割以上を占めている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（４）国際会議の開催件数の増加 
国際会議は、国際機関の本部の多くが立地する欧米での開催が過半を

占めているが、経済発展が進むアジアでのシェアが、この 10 年間で約

1.6 倍に拡大している。（2007 年 20％→2016 年 33％） 

こうした中、東京での国際会議の開催件数はこの 10 年間で約 1.8 倍

（2007 年 126 件→2016 年 225 件）に増加し、東京のＭＩＣＥ開催都市と

しての地位は向上しているものの、依然としてシンガポールやソウルな

どのアジアの競合都市に後れを取っている状況である。誘致を巡る国際

的な競争に勝ち抜き、東京への更なるＭＩＣＥ誘致を進めるためには、

誘致施策の充実強化が必要である。 
 
 

＜訪日外国人旅行消費額の内訳（2017 年）＞ 

注：速報値 
出典：「訪日外国人消費動向調査」（観光庁）  
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（５）拡大する宿泊需要

都内宿泊施設の施設数、客室数は近年増加傾向となっているが、外国

人宿泊者数の増加に伴い、客室稼働率は高水準で推移しており、2016 年

の稼働率は全国平均の 60％を大幅に上回る 79％に達している。

2016年の種類別の客室稼働率（都内）を見ると、ビジネスホテルが 83％、

シティホテルが 81％と高い水準に達している一方で、旅館は 60％に留ま

っている。

出典：「国際会議統計」（日本政府観光局）

＜国際会議の世界市場の状況＞

出典：「国際会議統計」（日本政府観光局）

＜世界各都市における国際会議の開催件数の変化＞

7

観
光
を
巡
る
現
状

２



こうした状況の中、住宅を活用して宿泊サービスを提供する民泊が急速

に普及してきている。民泊事業の適正な運営を確保しつつ、国内外からの

観光客の宿泊需要に対応して、来訪及び滞在を促進するため、国は 2017 年

６月に住宅宿泊事業法を制定した。法施行後は都内各地域において新たな

法律に基づく住宅宿泊事業の実施が見込まれることから、その適正な実施

に向けて的確に対応していくことが必要である。

＜都内宿泊施設の施設数＞ ＜都内宿泊施設の客室数＞

注：各年度３月末の施設数、客室数

＜都内延べ宿泊者数＞ ＜都内宿泊施設の客室稼働率＞

注：2017 年は速報値。2017 年の客室稼働率は各月の値を単純平均した数値のため参考とする。

出典：「宿泊旅行統計調査」（観光庁）

出典：「衛生行政報告例」（厚生労働省）
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（６）外国人旅行者の受入環境整備状況 

ＩＣＴ技術が進歩することにより、旅行中の情報収集のあり方も大きく

変化している。旅行者が観光情報を収集する主な手段は、ガイドブックな

どの紙媒体から、リアルタイムで情報を容易に入手できるインターネット

へと移行しており、とりわけ近年は携帯電話を利用したインターネットで

の情報収集が大幅に増加している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇「民泊サービス」のあり方に関する検討会（平成 27 年 11 月～平成 28 年 6 月） 

◇旅館業法施行令の改正（平成 28 年 4 月 1 日施行） 

 ・簡易宿所の客室延床面積基準の緩和 

◇新たな法案の骨子（あり方検討会の最終報告書（平成 28 年 6 月 20 日）） 

 ・一定の要件（年間提供日数上限（180 日以下）など）を満たす民泊を適切な規制の下

で推進できるよう類型別に規制体系を構築することなどを検討 

◇国家戦略特区に関する動向 

 ・平成 25 年 12 月 旅館業法の特例を措置 

 ・平成 27 年 12 月 大田区において国家戦略特区の活用に関する条例制定 

 ・平成 28 年 2 月  大田区において事業開始 

◇住宅宿泊事業法公布（平成 29 年 6 月 16 日） 

◇住宅宿泊事業法施行（平成 30 年 6 月 15 日） 

【参考】民泊に関する国の動き 

＜訪都外国人旅行者の情報収集方法の変化（複数回答）＞ 

出典：「東京都観光客数等実態調査」（東京都）
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外国人旅行者に対する国内の受入環境整備に関する調査の結果をみる

と、「訪日旅行中に困ったこと」の第１位は、2014 年度の調査では「無料

公衆無線ＬＡＮ環境」で 46.6％となっていたが、2016 年度の調査では

28.7％で第２位に順位を下げており、一定の改善がみられる。一方、「施

設等のスタッフとのコミュニケーションがとれない」については、いず

れの調査でも上位で高止まりしている。 

都が外国人旅行者を対象に行った項目別の満足度調査をみると、2016

年度は 2015年度と比較してすべての項目で満足度が上昇しているものの、

「外国語対応能力」の満足度は依然として低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「訪日外国人旅行者の国内における
受入環境整備に関するアンケート」（観光庁）

＜外国人旅行者が旅行中に困ったこと＞ 

＜訪都外国人の項目別満足度＞ 

出典：「国別外国人旅行者行動特性調査」（東京都）

＜2016 年度＞ ＜2014 年度＞ 

出典：「訪日外国人旅行者の国内における
受入環境整備に関する現状調査」

（総務省・観光庁）

注：「困ったことはなかった」とする回答を除き、旅行中困ったことの上位 6 項目まで掲載
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（７）多摩・島しょ地域における旅行者数の状況

多摩・島しょ地域には、都心部には見られない豊かな自然や食などの

観光資源があり、こうした魅力を「宝物」として活用して旅行者の誘致

につなげることのできるポテンシャルを持っている。その一方、2016 年

度に東京を訪れた外国人旅行者の訪問地域を見ると、新宿・大久保、浅

草、銀座、渋谷、秋葉原など上位は全て区部の地域が占めており、多摩・

島しょ地域への訪問割合は低い状況となっている。

また、多摩・島しょ地域への観光客数を見ると、訪都旅行者全体の数

が増加している中、西多摩地域への観光客数は長期的にみて横ばいとな

っている。同様に、島しょ地域への観光客数についても、近年は 40 万人

台で横ばいとなっている。

＜西多摩地域の入込観光客数の推移＞

＜訪都外国人旅行者が訪問した場所（2016 年度）＞

出典：「西多摩地域観光入込客調査報告書」（西多摩広域行政圏協議会） 

出典：「国別外国人旅行者行動特性調査」（東京都）
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（８）観光都市・東京としての更なる発展 

アメリカの富裕層向け大手旅行雑誌「Condé Nast Traveler（コンデ・

ナスト・トラベラー）」（米国版）が 2017 年 10 月に公表した「世界で最

も魅力的な都市」のランキング（米国を除く）において、東京は前年に

続いて２年連続で第１位に選ばれた。これは、東京の観光ＰＲや外国人

旅行者の受入環境の整備など、行政と民間が力を合わせて推進してきた

様々な取組の成果によるものと考えられる。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「伊豆諸島・小笠原諸島観光客入込実態調査報告書」（東京都）

＜伊豆諸島・小笠原諸島年次別観光客数推移＞ 

１位 東京 （日本）　　　　　　　　　 ※１位

２位 ウィーン （オーストリア）　　 ※１０位

３位 京都 （日本）　　　　　　　　　 ※２位

４位 バルセロナ （スペイン） ※９位

５位 パリ （フランス） ※１１位

６位 シドニー （オーストラリア） ※１２位

７位 マドリード （スペイン） ※２７位

８位 バンクーバー （カナダ） ※６位

９位 ローマ （イタリア） ※１５位

１０位 ミュンヘン （ドイツ） ※３８位

＜Condé Nast Traveler（コンデ・ナスト・トラベラー） The Best Cities in the World＞ 

【読者投票ランキング 2017 年「The Best Cities in the World」 上位 10 都市】 

注：米国を除く世界各都市
   ※ 国名の後の数字は 2016 年の順位

出典：東京都報道発表資料
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今後、外国人旅行者を幅広く誘致するためには、2016 年 12 月に成立し

たＩＲ推進法を受けて、今後国会へ提出が予定されているＩＲ実施法案

の動向等についても注視していくことが必要である。 

（９）観光産業振興を進める財源の確保 
都では、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光振興施策の費用

に充てるため、東京都税制調査会の答申を受けて、平成 14 年（2002 年）

に法定外目的税の「宿泊税」を創設した。 

宿泊税は、都内のホテル又は旅館における１人１泊１万円以上の宿泊

に対して課税されるものである。 

その税収は、近年訪日外国人旅行客の増加を受けて右肩上がりで推移

し、創設以来、観光産業振興費の一部に充てられている。このように、

宿泊税は、都の観光施策を財政面から支えており、今後も安定的に財源

を確保するために不可欠である。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 内容 

目的等 

国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要す

る費用に充てるため、ホテル又は旅館の宿泊者に一定の負担を求める

法定外目的税として創設 

納税義務者 都内のホテル又は旅館の宿泊者 

課税免除 宿泊料金１人１泊 １万円未満の宿泊 

税率 

宿泊料金１人１泊  

  ・ １万円以上１万５千円未満の宿泊 １００円 

  ・ １万５千円以上の宿泊 ２００円 

徴収方法 ホテル又は旅館による特別徴収 

 

 年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

 税収額 8.2 10.7 13.2 16.2 20.8 22.2 24.1

（単位：億円） 

【参考】宿泊税の概要と税収の推移 

※平成 28 年度までは決算額、平成 29 年度は当初予算額による 
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